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特許法の目的と職務発明制度［上］

久留米大学法学部教授
帖佐　隆

１．はじめに
　特許法においては、特許制度における労使間の調
整を図るべく職務発明制度（35条）が規定されてい
るが、平成27年に同制度の改正があり、その規定内
容が変更されたところである。これに対しては、相
当数の論者が同改正後の法解釈論を提示しており１、
また、いくつかの論者により議論がなされていると
ころである。

　しかしながら、この職務発明制度の法改正後の解
釈論については、法文の文言や特許法.の目的（１条）、
法解釈における原則などはあまり考慮されず、審議
会からのペーパーや所轄官庁等からのガイドライン
等のみが強調され、法解釈ではなく、それらペー
パーやガイドライン等の解釈論のようになってきて
はいないだろうか。
　そこで、本稿としては、特許法の目的（１条）、
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その他の観点から職務発明制度の解釈論を考えてみ
たい。
　なお、平成27年法改正は、本質的には従業者原始
帰属であると筆者は考えている。同改正法は、紛争
回避等のため、便法として形式的に使用者原始帰属
の形をとったものにすぎないと考えるところである。
以下、その前提で論をすすめている。

２．特許法の目的について 
　特許法における職務発明制度の法解釈論を行うに
際して、そこに至る前に、その前提として、本稿で
は、最初に、特許法の目的がなにかについて考えて
いくこととし、そこから同制度の解釈論を考えてい
くこととしたい。

（１）特許法の発明に関する諸説

特許法の目的は、発明の保護及び利用を図るこ
とにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄
与することである（特１条）。このことは、特許
法が明文で述べるところである。したがって、こ
れをどのように考えるかが問題となる。

かつては、天賦人権説が唱えられたが、現在で
はほぼこれは否定され、産業政策説が有力となっ
ている。その産業政策説の中でも以下に述べるよ
うな説が唱えられている。

まず、第一の説として発明奨励説２がある。こ
れは発明奨励が明文で規定されていることから、
多数の支持を集めているといえる。特許法は発明
に対して特許権という独占権を認めていることか
ら、独占権による排他的実施、そして、これによ
る独占の利益が発明へのインセンティブ（創作意
欲）となる。またこの独占の利益がそこまでの投
資の回収や労力に報いることにもなる。こういっ
た作用が同法にいう発明奨励である。この発明奨
励がされることにより、新たな発明が多数創作さ
れ、これにより技術の進歩を促し、結果、産業の
発達につながるということができる。

次に、第二の説として発明公開説（公開代償説）３

がある。新規な発明の創作がなされても、発明の
保護がなされなければ、模倣される危険性があり、
発明が公開されない方向に進む。発明がなされて
も、それが特定の者のみによって秘匿されれば社
会全体の技術の進歩にはつながらない。そこで法

は最大20年との制限はあるが、発明公開の代償と
して独占権を与え、利益獲得のための権利を付与
し、その結果、発明公開を促そうとするものである。

上記第一説と第二説は、相互に矛盾せず、また、
独占権の付与によって発明の奨励と発明の公開の
両者が実現でき、公開された発明（技術水準）の
上にまた発明による新規技術が蓄積され、両者相
俟って、技術の進歩に貢献するといえる。よって
両者は現在の特許制度における通説といえ、特許
制度の理論的根拠になっているといえよう。

次の説としては、競争秩序維持説４がある。こ
れは模倣を禁止し、不正な競業を禁止するという
考え方である。これも特許法において以前から存
在する説である。しかしながら、この説は商標法
や不正競争防止法の規定ぶりからすれば、この考
え方が主たる法目的であるとは考えにくい。ただ、
前記二説とは矛盾せず、特許法にこの機能がある
という点は否定されないであろう。よって特許法
の機能の一つと考えるのが妥当であろう。

（２）近年述べられてきている説

以上の諸説に対し、近年、これらに対して新た
に述べられてきた説が存在する。これは投資継続
説、投資保障説、あるいは、実施化促進説といっ
た説であろうか。

まず、辰巳直彦教授５は、「新たな技術…が既存
の技術との差異において示す競争的価値は,資本
にとって新たな地平における競争を切り開き,より
多くの利潤獲得の可能性を保障するものであり,そ
れによって資本が不断に存続することができる」
ことを前提としたうえで、「発明としての新たな
技術に着目し,それを基軸とした絶えざる新たな
地平における競争の展開と,その中での資本によ
る利潤獲得の可能性を法的に保障するために,発
明の財産的価値は資本の保有者により利用される
べき創作者の財産として排他的に保護されるべき
ことが資本主義制度の枠内において当然に必要と
なる」とする。そして、この法的保障を行うこと
が特許法の目的である旨をいう。同説は、発明に
係る技術について、継続して投資を行うことを保
障することを可能にする説であると解される。加
えて、同教授は、発明奨励説や競争秩序維持説を


